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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１０月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 平成２７年１２月１３日 ２１時２７分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市室蘭港 

 室蘭港北防波堤灯台から真方位１１２°１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°２１.０′ 東経１４０°５７.６′） 

事故の概要 貨物船佳
か

容
よう

丸は、室蘭港を出航中、灯標に衝突した。 

佳容丸は、左舷船首部外板に曲損等を生じ、また、灯標は、浮体部

の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 佳容丸、４９９トン 

１３５９２２、南光汽船株式会社（Ａ社） 

７５.５２ｍ×１２.００ｍ×７.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成９年１月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成元年４月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年２月２１日 

免状有効期間満了日 平成３１年４月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に曲損等 

灯標 浮体部に亀裂を伴う凹損、防護柵に曲損等 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、平成２７年１２月１３日２１時

１３分ごろ室蘭港港奥の岸壁を離れ、徐々に増速しながらふ頭間の水

路のほぼ中央を航行し、同水路の中間付近で出港部署を解除した後、

船長が単独で船橋当直につき、操舵装置後方に立って手動操舵により

西進した。 

船長は、水路の西端に差し掛かった頃、左舷船首方に入港船を認め

たので、同船と左舷を対して安全に通過できるよう右転した。 
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船長は、入港船が通過した後、室蘭港第３号灯標（以下灯標につい

ては、「室蘭港」を省略する。）の約９０ｍ南方で船首を室蘭港白鳥大

橋橋梁灯（Ｃ１）（以下「中央橋梁灯」という。）に向け、機関を全速

力前進にかけて自動操舵に切り替えたとき、主機が、全速力前進時の

回転数（回転数毎分約６４０）とならないことに気付いた。 

船長は、船首を中央橋梁灯に向けた後、白鳥大橋に達するまではし

ばらく時間があるので、その間に機関回転数の調整を行うこととし、

操舵装置後方の位置から右舷側の機関操縦盤に移動し、スロットルレ

バー基部のつまみ（以下「本件つまみ」という。）を操作し、機関回

転数を安定させる調整を始めた。 

船長は、視線を主に機関操縦盤上の回転計等に向け、時折、視線を

上げて白鳥大橋までの距離を把握しながら作業を続け、ふと顔を上げ

たところ、目の前の点滅する赤色の灯光に気付いたものの、どうする

こともできなかった。 

本船は、２１時２７分ごろ第２号灯標に衝突した。 

船長は、衝突後、白鳥大橋の西側海域で漂泊し、Ａ社及び海上保安

庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 予定の針路線と本事故時の

進路状況図、写真１ 本事故後の第２号灯標の状況 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、ＧＰＳプロッターを装備していたものの、室蘭港の地図デ

ータが古く、白鳥大橋の東側海域（港奥側）については、航路の側線

及び灯標は表示されていなかった。 

船長は、本事故当時、レーダー２台をそれぞれ０.５～１.５海里

（Ｍ）及び３Ｍのレンジとしていたが、入港船の有無を確認した後

は、レーダーを使用していなかった。 

船長は、第３号灯標の約９０ｍ南方に達したとき、他に入港船を見

掛けなかったので、屈曲した航路をショートカットするつもりで船首

を中央橋梁灯に向けた。 

船長は、船首を中央橋梁灯に向けたとき、航路の右側端に寄ってい

るので、航路の屈曲部の左側端に設置されている第２号灯標の北方を

通過できるものと思った。 

船長は、本件つまみを操作してから衝突するまでの間、時折視線を

上げたものの、海面付近にはほとんど視線を向けず、中央橋梁灯の方

向に視線を向けていた。 

船長は、機関回転数の調整は本件つまみを回すだけなので、自分で

できると思い、機関部の職員を昇橋させなかった。 

中央橋梁灯の灯質は、等明暗白光（明２秒暗２秒）で、光達距離が

６Ｍ、灯高が６５ｍであり、また、第２号灯標の灯質は、単閃赤光

（毎３秒に１閃光）で、光達距離が４Ｍ、灯高が８.２ｍであった。 

船長は、室蘭港には約１０回入港した経験があった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、室蘭港を西北西進中、船長が、機関回転数の調整をしてい

て前方の見張りを適切に行っていなかったことから、第２号灯標に向

けて航行していることに気付かず、第２号灯標に衝突したものと考え

られる。 

船長は、航路の右側端に寄っているので、航路の屈曲部の左側端に

設置されている第２号灯標の北側を通過できると思ったことから、機

関回転数の調整を行っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、室蘭港を西北西進中、船長が、機関回転

数の調整をしていて前方の見張りを適切に行っていなかったため、第

２号灯標に向けて航行していることに気付かず、第２号灯標に衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ社は、本事故後、次のことを全管理船舶に周知した。 

・出港部署を解除後は、船首配置者が昇橋し、港外まで船長と合直

体制をとること。 

・港内では微速力での航行を原則とすること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・単独で船橋当直中は、操船に専念し、遠隔操縦装置の調整等が必

要な場合は、機関部の職員を昇橋させる等の措置をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

事故発生場所 

（平成２７年１２月１３日 

２１時２７分ごろ発生） 

室蘭市 

室蘭港北防波堤灯台 
室蘭港 

航路 

水路 

離岸場所 

第３号灯標 第２号灯標 

中央橋梁灯 

事故発生場所 

（平成２７年１２月１３日 

２１時２７分ごろ発生） 

本船 

白鳥大橋 



- 5 - 

付図２ 予定の針路線と本事故時の進路状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本事故後の第２号灯標の状況 
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